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特集報告(長 期化 した雲仙普賢岳の火山災害の地域への影響 と対応策)

 雲仙普 賢岳 の火山災害 にお ける被 災者

 対策に関する調査研究
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 地震, 風水害な どの一過性の災害 と異なって, 火山災害は長期化する特性をもつ. 火砕流に対 して人命 を

 守るために, 市街地で初めて警戒区域が設定された, わが国の災害対策は主として一過性の災害応急対策お

 よび被災者対策 を対象としているために雲仙普賢岳の火山災害では被災者対策, 住宅対策, 生活再建計画な

 どに多くの教訓と課題が生 じた. 行政は, 現行法の拡大解釈お よび弾力的運用による21分 野100項 目の自立

 支援対策, (財)雲仙岳災害対策基金および市町の義援金基金等によるきめ細かい被災者対策 を行った. しか

 し, 災害対策システムの見直 しなどの根本的な課題の解決はまだこれか らである, 本報告では, 雲仙普賢岳

 の火山災害における被災者対策をまとめている.
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1. まえがき

 平成2年11月17目 に噴火が開始した今回の雲仙普

賢岳の火山災害では, 平成3年5月15目 の土石流発

生による避難勧告および火砕流に対する警戒区域の

設定以来, 住民の避難生活が長期化 した, この間, 行

政によって応急避難対策 応急仮設住宅の建設やホテ

ル, 旅館の借上げなどによる避難対策, 警戒区域 ・避

難勧告地域の解除後の復旧対策が行われてきた. 今回

の火山災害では国道251号 ・57号の通行止めによる交

通遮断, 観光客の減少, 警戒区域内の農業の中止およ

び商工業の営業中止などによって, 災害の直接被害に

加えて経済被害などの間接被害が大きくなっていた. 

警戒区域の設定によって, 人命を守る目的は達成され

た. しかし, 警戒区域の設定による立入制限によって

もたらされた農業, 商工業被害への個人救済のシステ

ムが制度化されていない. このため, 国および長崎県

は救済対策として現行法の拡大解釈および弾力的運

用からなる21分 野100項 目の対応や雲仙岳災害対策

基金の設立により対応した-し かし, 被災地では, 個

人救済を含めた特別立法制定が要望された. さらに, 

災害の長期化 ・大規模化に伴って, 警戒区域解除や復

旧および住民生活再開のシナ リオの作成ができない

という問題が生じた. 今後, 雲仙普賢岳の火山災害以

外の他の地域での災害に, 市町村長が警戒区域の設定

を決断する際に障害 とならないような対策を検討し

ておくことが望まれる. このためには, 今回の雲仙普

賢岳の火山災害における被災者対策を詳しく調査 し

ておくことが望まれる. 

 著者はこれまで度々島原市を訪問し, 長崎県島原振

興局, 島原市役所および島原商工会議所の各担当者と

情報交換およびア ドバイスを行いながら災害の推移

を見守ってきた. さらに, 災害応急対策, 道路 ・砂防

ダムなどの施設計画, 災害復興計画の策定などの多く

の委員会に委員もしくは委員長として, 国, 長崎県, 

地元の市町および地域の意向を一体として計画にと

りまとめる仕事を継続的に行ってきている. 平成7年

5月 の火山の噴火活動の停止を受けて, 著者らは今回

の噴火災害の調査報告を順次とりまとめている. この

報告では, 雲仙普賢岳の噴火による被害, 集団避難対

策 被災者用の住宅対策 義援金の配分, 被災者の救

済策, 食事供与事業, 被災住民の健康診断および健康

相談および損害保険の問題などをまとめて, 諸課題を

明らかにし検討する. 調査の方法は, 各機関の担当者

への聞き取り調査および資料提供によった. さらに, 

長崎県災害対策本部がとりまとめた災害の記録1)2), 

および長崎県雲仙岳災害復興室がとりまとめた復興

対策3)を本報告で用いる基礎資料とした. 
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2. 被害の概要1)

(1)土 石流 ・火砕流による物的被害

 平成3年2月12日 の再噴火による多量の降灰で農

業被害が心配され, 降灰対策が始まった. 防災面では

火山灰の堆積による土石流の発生が予測された. 小規

模な土石流は上流部では4月 から発生していたよう

であるが, 平成3年5月15日 に水無川の下流部にま

でに及ぶ土石流が発生した. その後土石流は, 水無川

のみならず中尾川, 湯江川および眉山六渓に発生した. 

土石流対策には予警報装置としてのワイヤーセンサ
ーの設置, ハード対策としての砂防ダムや遊砂地の建

設などが確立しており, 長崎県によって土石流対策が

なされつっあった. しかし, 平成3年5月24日 に始

まった火砕流はその流下速度が速く, かつ高温であり, 

また発生の予知も不可能であるため, ハードおよびソ

フト対策とともに不可能であった. したがって, 人命

を守るために災害対策基本法第63条 に基づく警戒区

域を設定して, 危険地区に立入を制限する対策が導入

された. これに伴って, 土石流対策を行う水無川, 中

尾川両流域が警戒区域に含まれたため, 土石流対策も

中断された. 

 平成5年4月 の噴火活動の再活発化に伴って, 土石

流および火砕流が頻発したが, この時も警戒区域の拡

大に伴って土石流対策が不可能となった. 平成3年5

月15日 から平成8年3月 までに発生した土石流, 被

害を伴った火砕流および噴石の発生状況を表一1に

示す. また, この間の建物被害の状況を表一2に 示す・

建物被害については警戒区域内で発生したため, 被害

の状況はすべて推定として発表されている. 数日間に

わたって断続的に発生した土石流被害については, 被

害調査が終わるまでに次の土石流が発生したため, 一

連の土石流による被害はまとめて発表された. 

 家屋の被害の原因が土石流か火砕流かの区別によ

っては, 損害保険の取り扱いが異なるため, 警戒区域

の家屋の被害がいずれによるものかを認定する必要

がある. このため, 平成6年1月19日 に警戒区域内

の家屋被害の現地調査が行われた. 災害応急対策以外

の任務で行政が立ち入ることを余儀なくされた唯一

の例外である. 

 平成3年6月11日 の深夜には爆発的噴火が起こり, 

島原市の東北部を中心に直径2～3cmの 火山礫が散

乱した. この結果, 車両のガラス, 家屋の窓ガラスお

よび太陽熱温水器などが被害を受けた. 噴石による被

害発生はこの1回 のみである. 

(2)人 的被害

 表一3に 人的被害の発生状況を示す. 平成3年6月

表一1 雲仙普賢岳の火山災害における土石流, 火砕流お

 よび噴石の発生状況(文 献1を 参照)

表 一2 建物被害 の状況(※ 印は島原消防本部の推計値)

 建物(全壊, 半壊, 一部破損, 浸水)(文献1か ら引

 用)

表一3 人的被害の状況(文 献1か ら引用)

表一4 被害額(推 計値を含む) (文献1か ら引用)

 (平成8年3月31日 での判明分)
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3日 の上木場地区を襲った火砕流で死者 ・行方不明者

43人 の人的被害が発生した. この火砕流を教訓に災害

対策基本法第63条 に基づく立入制限を行う警戒区域

が平成3年6月7日 から設定されたために, その後の

火砕流, 土石流による人的被害の拡大を最小限に留め

ることができた. 

(3)被 害額

 平成8年3月31日 までに判明した被害額を表一4

に示す, 全体の被害額は, 2, 299億 円になっているが, 

このうち, 商工業の間接被害が全体の67%を 占めてい

る. 噴火直後からの観光客の減少, 国道の不通による

買物客の減少などが主な原因とされている. 災害が継

続し, 拡大したために被害額は現在でも増加している. 

火山災害の長期化および警戒区域内の立入制限など

のために, 詳しい被害調査を行うには至っていない. 

3. 集団避難対策

 土石流による平成3年5月15日 からの避難の繰り

返し, 火砕流の発生による5月26日 の避難および6

月7日 からの警戒区域の設定に伴い, 住民の避難人数

と避難区域が拡大し, 島原市と深江町の住民10, 394

人(2, 814世 帯)は, 体育館, 公民館などに集団避難ま

たは他地区の個人で借用したアパートに避難した. 避

難対象人数が多く, 体育館および公民館の狭いスペー

スでの避難生活が続いた. 「プライバシーが保てず, 

疲労と不安の中での集団生活は2週 間が限度ではな

いか」と地元の医師会の精神科専門医師がコメントし

ている. しかし, 今回の集団避難生活はその限度をは

るかに越えて長期化した. 島原市では, 町内会単位に

避難場所を設定した. 被災の程度によって住民を分け

ることはしなかった. 地域のコミュニティを尊重した

ことが, 今回のような長期にわたる集団避難生活がス

ムーズに行えた大きな原因の1つ であろう、島原市や

深江町の職員は避難者に対して, きめの細かい対応を

した. 体育館および公民館などの避難所に畳, 更衣室, 

洗濯材幾 テレビおよび公衆電話を設置して, 最低限の

生活空間を確保するとともに入浴は市内の旅館を利

用して避難住民の便を図った, これらのきめ細かい避

難対策に関しては, 周辺の市町からの1泊2日 交代の

応援部隊の派遣が島原市や深江町の職員の負担の軽

減にきわめて有効であった. 

 5月29日 に災害救助法が適用され, 応急仮設住宅

の建設が決定した. 応急仮設住宅の入居開始は, 島原

市が6月22日 からであるが, 完成戸数はまだ少なく

(表一5), 用地の借上げ交渉および建設に時間を要

するので, 応急仮設住宅が完成するまでのプライバシ

門が確保できる避難場所として, 長崎県は災害援助法

に基づく避灘 所の他に, 長崎県の支出によって, 旅

館 ・ホテルの借上げ, 客船の借上げ, 公民館の確保お

よび公的宿舎の提供を行った. 長崎県は島原市の避難

者用として, 客船ゆうとぴあ(9, 991総t, 定員390

人)を6月24日 から7月27日 まで借り上げた. 個室

や2人 部屋が多いため, 家族が分宿になることなどへ

のためらいおよび募集の広報が十分でないことなど

から当初は定員割れであったが, すぐにほぼ満室状態

となった. 客船は島原新港に係留され, 延べ2, 787世

帯, 8, 877人 の利用があった. プライバシーが保たれ

て利用者には好評であった. 

 さらに, 長崎県は, 集団避難生活者のために島原市

内, 深江町, 小浜町および雲仙温泉街の旅館 ・ホテル

を借上げた. これは, 避難住民が家族単位で生活の場

を確保できることと災害で観光客が激減している旅

館 ・ホテル救済の一挙両得を満す措置でいいアイディ

アであった. 深江町が6月19日, 島原市が6月20日

にそれぞれ使用を開始した. 

 当初, 深江町は小浜町内の施設, 島原市は市内の施

設を使用することからスター トした. 島原市内の旅

表 一5 応急仮設住宅の建設状況

 (長崎県災害対策本部から提供)
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館 ・ホテルでは, 集団避難の住民が全員利用できるよ

. うにと3泊4日 のローテイションを組んだ. このロー

テイション方式は, 集団生活を送っている住民の気晴

しには有効でかつ好評であった. 小浜町および後で追

加された雲仙の温泉街のホテル ・旅館では, 住民の入

れ替えなしで利用した. その後, 旅館 ・ホテルの利用

は月単位で11月28日 まで163日 間延長された. 

 食事にっいては, 島原市内の施設を除いて朝 ・夕食

を旅館などから提供し, 昼食および施設の3食 分を炊

き出しにより供与した, このような客船, ホテルおよ

び旅館の借り上げの他, 既設の公的住宅120戸 も確保

された. なお, 客船, 旅館およびホテルの借上げは災

害救助法による支出対象とはならず, 長崎県が経費を

負担した. 

 応急仮設住宅は, 11月 末までに入居希望者の要望を

満たすL505戸(う ち寄贈分50戸)が 建設された. 長

崎県では応急仮設住宅に入居が決定した場合, 2日以

内に旅館 ・ホテルから退館するように呼びかけた. 避

難先別の避難者の推移を図一1に 示す. この図には親

類宅や民間アパー トに避難した住民は含まれていな

い. また, この間の避難住民の避難対策一覧を表一6

に示す. 9月12日 に体育館などの集団避難生活が約

4ヵ 月ぶりに解消し, 旅館 ・ホテルの避難生活も11

月29日 に終了した. 

 災害救助法によれば1日1人 あたりの炊き出し単

価は, 平成3年5月 当時, 820円 以内となっていたが, 

避難生活の長期化に伴い, 栄養のバランスが問題とな

った. また, 島原市と深江町との間では, 1日 当たり

の単価が異ったため, 避難住民の間で不公平感が出た. 

長崎県は災害救助法による基準にとらわれることな

く, 栄養などのバランスの面から適切な食品の給与を

行った. 最終的には, 厚生省の特別基準により, 実経

費(1日1人 当り, 平均1, 193円)が認められた. 

 なお, 炊き出しは避難所が開設された平成3年5月

29日から11月29日 にかけて, 延べ144, 224人の被災

者に対して実施された. ただし, 応急仮設住宅に入居

した世帯に対しては, 炊き出しは実施されなかった. 

その代わり, 後述のように食事供与事業が実施された.

4. 応急仮設住宅の建設などよる応急的住居対策2)

(1)建 殻の経緯

 応急仮設住宅は, 災害救助法の規定でスペースや建

築費が定められ、平成3年 当時一戸分26. 4m2(8坪), 

建設費129万 円とされていた. 島原市の安中地区や深

江町では, 1世帯あたりの人数が多く, また, 今回長

崎県の担当者は, 実物を見て狭いとの判断から現行法

の特別措置としてスペースを2. 6m2増やし, 建設費も

倍の223. 5万 円とした. また, 避難住民に対しては, 

応急仮設住宅の家賃を無料とし, 収入があって資力が

ある住民にも入居の対象枠を拡げた. 災害救助法によ

れば, 応急仮設住宅入居対象者は, 経済的に自力で住

宅を確保できない無資力者であるが, 今回の噴火災害

による避難世帯では, この基準を満たすことはほとん

どないことが考えられた. このため, 長崎県は希望者 一

全員が応急仮設住宅に入居できるような方針を立て

た. 

 平成3年6月4日 に, 長崎県は, 島原市の霊丘公園

に110戸, 深江町の池平町民グランドに40戸 の合わ

せて150戸 を発注した. 応急仮設住宅の入居希望者を

把握する前に建設を先行させた. 入居希望者が発注数

を上回ることが確実なため, 募集方式が採用された. 

6月8日 から13日 まで募集期間を設けたところ, 島

原市365戸 および深江町212戸 の合計577戸 となった. 

 募集結果を受けて長崎県は590戸 の建設を決めたが, 

その後も応急仮設住宅入居の申し込みが続いた. 最終

的な申し込み件数は, 島原市988件 および深江町467

件の合計1, 455件 となり, これに対応する戸数につい

図一1 避難先別の避難者 の推移(平 成3年)

表一6 災害当初の避難住民の避難対策(平 成3年)
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て建設が決められた. 応急仮設住宅の適地として土地

造成に時間を要しないこと, 安全性, 集合住宅の建設

を行うに必要な排水処理, 水道, 電気, 通信などのイ

ンフラ, 交通アクセスなどの利便性が必要なことから, 

建設地の選定には時間がかかった. 利用可能な公園, 

グランドなどの公有地を第一として建設が進められ

たが, 公有地には限りがあり, 大幅に不足した. 学校

のグランドの使用が検討されたが, 長期間授業に使え

ないことになるために建設用地から最終的に外され

た. 結果的に農地を中心とする民有地が借り上げられ

た. 

 用地の確保は, 地元の島原市および深江町が担当し, 

長崎県が発注した. 11月28日 に応急仮設住宅の入居

が最終的に行われた. 応急仮設住宅は2年 間のリース

契約で借り上げた. 

 応急仮設住宅には, 電気製品としてテレビ, 冷蔵庫, 

洗濯機およびクーラーが長崎県から貸与され, また台

所用品(ま な板, 洗面器, 電気釜, 鍋, やかん, 包丁, 

フライパンなど)お よび寝用品(敷 布団, シーツ, タ

オルケットおよび枕)は, 島原市や深江町が給付した-

(2)応 急仮設住宅の居住性

 応急仮設住宅は災害救助法によれば2年 間のリー

スで, 島原市の場合には2戸 単位で建設された. この

ために, 構造上隣の声が聞こえて, プライバシーが完

全に確保できないことが, 長期間使用する場合の問題

として指摘された. また, 集会所がないことや, 地域

の行事などがなくなっていることなどで, 地域の連

帯 ・コミュニティ-が失われた. 体育館などの集団避難

所生活よりもかえって先の見通しが立たない応急仮

設住宅の生活の方がス トレスが大きいことが後述の

ように長崎県保健予防課の調査で報告されている. 

 ひさしがないことや室内に釘が打てないことなど

構造上使いづらいことも指摘され, 特別にひさしが取

り付けられた. また, 応急仮設住宅のプレハブの設計

強度が風速25m/secな ので, 台風の強風時には, 揺

れたり, 壊れることが予想された. 台風上陸のときに, 

島原市は応急仮設住宅の住民に避難先を示したチラ

シを配布して注意を呼びかけた. また, 冬場になると

応急仮設住宅が密集しているため, 火災時に延焼の心

配がある. 長崎県は石油ス トーブを使用しないように

呼びかけるとともに, 代替品として電気カーペットと

電気こたつを配布した. なお, 避難勧告が解除された

場合, 応急仮設住宅の居住者は10日 以内に応急仮設

住宅を空けることが長崎県によって決められている. 

 建築基準法によれば, 応急仮設住宅の使用期限は2

年間である. しかし, 災害の長期化・拡大化に伴って, 

避難解消の目途が立たないため, 応急仮設住宅の使用

期限である平成5年8月 になっても, 応急仮設住宅の

撤去は不可能となった. このため, 長崎県は, 必要な

戸数について基礎の補強工事を行って, さらに使用を

2年 間延長した. 応急仮設住宅の撤去は, 平成4年11

月-から始まり, 平成7年12月25日 に撤去完了した. 

(3)応 急仮設住宅の環境改善と空施設の活用

 応急仮設住宅の付近には, 公民館などの集会所, 公

園などのように人が集まるコミュニティのための場

所がないため, 入居者から老人のいこいの場, 児童 ・

生徒の合同学習室および会合場所に利用するための

集会所の設置要望がなされた. この結果, 避難勧告の

解除に伴い応急仮設住宅の空室を集会所として利用

することが認められた. 9団 地10棟19戸 が集会所と

して利用された. また, 応急仮設住宅の空室を利用し

たゆとり化対策がなされた. 人数の多い世帯が2戸 利

用できるように, 応急仮設住宅の間仕切り撤去工事が

なされ2), 1世 帯が2戸 分を使用できるような対策が

行われた. 

 平成4年9月9日 以降の水無川下流域の避難勧告

が大幅に解除された. しかし, 土石流の発生の恐れか

ら家財道具の置場を確保したい世帯について, 応急仮

設住宅の空室を倉庫として利用することが認められ

た. 

(4)既 存公的住宅の活用

 応急仮設住宅の完成がすぐにできないので, 長崎県

は既存の県営住宅等の公的住宅の空室の確保をした.

島原半島のみならず, 周辺の市町村の公的住宅の493

戸の空室を確保し, 応急仮設住宅の募集期間と同じ平

成3年6月8目 ～13日 に募集を行った. この結果, 144

戸の申し込みを受け, 120戸 の貸付けが行われた. 島

原市および深江町の付近に空室の戸数が少なかった

ため, 応募者が貸付けを辞退したケースが24戸 あり, 

応募者全員が入居するには至らなかった. 貸付条件は, 

応急仮設住宅の家賃が無料であることから, 家賃およ

び敷金の免除がなされ, 公営住宅については所得制限

などの入居条件の撤廃がなされた. 

(5)住 宅家賃補助制度の創設

 災害救助法による応急仮設住宅の供与は無料であ

り, また, 公的住宅の家賃の免除も行われたため, 民

間賃貸住宅などへ入居している世帯に不公平感が生

じた. 避難期間の長期化に伴うこれらの世帯の家賃負

担の軽減を図るため, 長崎県は, 後述の(財)雲仙岳災

害対策基金による家賃の一部助成を行う住宅家賃補

助制度を創設し, 避難勧告区域内等の世帯を対象に, 

平成3年11月 分の家賃から家賃の月額が2万 円まで
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は全額を補助し, 2万 円を超える金額については, そ

の2分 の1を 加算し, 4万 円までを限度とした. 長崎

県によるこの制度が創設されるまでの6月 分から10

月分では, 島原市義援金基金でカバーした. 

5. 住宅確保対策3)

(1)火 山災害に伴う住宅確保対策の課題

 今日の火山災害では, 家屋が流焼失したり警戒区域

の設定のために, 元の位置での再建が困難になり, 生

活再建のためには住宅の確保が重大な課題となった. 

災害が長期化したため, 住宅確保にあたって次のよう

な課題が生じた. 

(1)長期間にわたって警戒区域が設定され, 住民が立入

 制限を受け, これに伴い避難生活が長引いている. 

(2)庄家被害を伴う火砕流 ・土石流災害が断続的に発生

 しており, 確保すべき住宅の必要数の把握が困難を

 極めている. 

(3)災害の拡大に伴い移転者への住宅の確保が必要と

 されている.

 以上のような火山災害特有の特徴をもつ住宅対策

に関して, 住宅確保対策の局面と課題は図一2の よう

に要約される. 長崎県は被災者用の住宅の確保を積極

的に行ってきた. 応急仮設住宅の建設に加えて, 公営

住宅の建設および被災者用住宅団地の建設を行うと

ともに, 移転が必要な住民に対して島原地域に強い持

家志向に対応した住宅対策を推進した. 

 住宅確保のために, 防災集団移転促進事業, がけ地

近接等危険住宅移転事業および(財)雲 仙岳災害対策

基金の助成などにより移転者への支援が行われた(図
一3) ・災害が長期化しているため, 恒久的な住宅団

地の移転が完了するまで, 家賃助成などが行われてい

る. 

(2)公 営住宅の建設

 被災者の中・長期的な住宅として, 公営住宅が平成

図-3 移転者への住宅確保のための支i援策(文 献3か ら引用)

〈災害発生前〉

災害発生後

 〈避難〉 〈住 宅確保のプロセス〉 〈将来の住宅〉

(施策体系)

図-2 住宅確保の局面と課題(文 献3か ら引用)
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3年 度から建設された(表一7). 県営住宅の建設につ

いては災害の推移が不明であることから, 安全性に重

点をおき, 住宅の適地は島原市 ・深江町に限らず, 周

辺の市町村にも建設された. 公営住宅としては, 全国

で初めてではないかといわれている軽量鉄骨プレハ

ブ造(深江町は木造)を採用し, 建設時間の短縮化が図

られた. 県営住宅は, 5年 後に地元市町村に有償譲渡

される予定である. 

 また, 平成4年8月 の水無川流域の住宅の被害を踏

まえて, 住宅戸数の上積みを図るため, 借上復興住宅

(地域特別賃貸住宅B型)が 建設された. 一定規模のま

とまった用地を必要とする公営住宅と比べて, この借

上復興住宅は, 民間の土地所有者などが建設する賃貸

住宅を一定期間(5年 間)を長崎県が借り上げて, 被災

者向けに供給するものである(図一4). 住宅の確保は

被災者の生活の再建に対してきわめて重要であり, 長

崎県はかなり積極的に対応したと評価できる. 

(3)移 転先住宅用団地の造成

 公営住宅に加えて, 被災地区は持家がほとんどであ

り, 住民の持家志向に対して恒久的移転対策として, 

長崎県は住宅団地を造成した. 平成8年3月 現在, 被

災者住宅として長崎県住宅供給公社によって島原市

内に船泊団地(51区 画)および仁田団地(141区 画)の2

団地が造成され, 住宅が建設された(表一8). また, 

被災者用住宅団地であることから, 分譲価格の低廉化

を実現するため, 公共事業が導入された. さらに長崎

県からの無利子貸付による資金運用益の造成経費へ

の充当および雲仙岳災害対策基金による利子補給な

どの措置が講じられた. 入居にあたっては, 住家被災

者や公共事業の移転対象者を優先するなど被災者の

バランスにも配慮した供給が進められた. 深江町にお

いても長崎県町村土地開発公社によって大野木場団

地(175区 画)が造成された. 

 平成5年4月 末の土石流, 6月 の火砕流により壊滅

的な被害を受けた千本木地区を始めとする中尾川流

域の被災者, 中尾川流域の砂防計画などによる移転者

などへの恒久的移転対策として, 島原市北部の三会地

区の海面を埋立て, 住宅用地500区 画を造成すること

が島原市の事業として計画されている3). しかし, 平

成8年3月 現在, まだ住民の合意形成には至っていな

い. また, 埋立てに対する関連漁港の同意も得ていな

い. 

6. 義援金の配分

 平成3年5月15日 の土石流, 6月3日 の火砕流に

よる被災などの様子がテレビや新聞を通じて全国に

表 一7 公営住宅の建設状況(文 献1を 参照)

表-8 住宅団地の建設状況(文 献3か ら引用)

図-4 借上復興住宅による住宅確保(文 献3か ら引用)

表一9 災害当初の義援金等の配分状況(平 成3年)
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放送され, 警戒区域内に立ち入れない住民の避難生活

の窮状が伝え続けられた. 雲仙普賢岳の火山災害を契

機に義援金が被災地に多く寄せられるようになり, 国

や長崎県による災害対策ができるまでの被災者対策

の貴重な財源となった. 災害の初動期は長崎県に142

億円, 島原市に34億 円および深江町に14億 円の義援

金が寄せられた. 警戒区域内の住民に対する個人補償

システムがないため, 使途制約のない義援金は, 貴重

な財源として被災住民に表一9に 示すように順次配

分された. 長崎県の義援金は, 長崎県, 日本赤十字社

および共同募金会の受付をまとめたもので, 配分委員

会で検討のうえ人的被害, 家屋流焼失, 警戒区域およ

び避難勧告区域の避難世帯および家族に配分された. 

第3次 配分(年末見舞金など)では, 住民への配分の他

に長崎県の義援金基金へ30億 円, 島原市の義援金基

金に23億 円および深江町の義援金基金に13億 円が配

分された. 島原市と深江町への配分額は避難勧告地域

などの世帯比率で決められた. 

 島原市および深江町も第3次 配分を行った. 島原市

では1, 2次 は長崎県の配分基準で配分を行ったが, 

3次 配分では, 被害の実情を考慮に入れたきめ細かい

配分を行い, 新たに火砕流, 土石流で流焼失した非住

家, また, 農業者, 漁業者, 畜産農家, 林業者および

商工業者に対しても配分した. 

 深江町では第1, 2次 の配分で独自に設定した自主

避難区域の世帯および住民にも配分し, 第3次 配分で

警戒区域 ・避難勧告地域以外の住民にも一律5万 円を

支給した. 規制区域外の住民も大量の火山灰が降るな

どの何らかの被害を受けていると判断したためであ

る. 島原市と深江町でも被災者救済と補償を目的とし

た島原市義援金基金(30億 円)と深江町災害対策基金

(18億円)を個別に設立した. これらの県市町による義

援金基金はきめの細かい救済システムとして活用さ

れ, 国, 長崎県および島原市, 深江町の行政による災

害対策制度の谷間を埋めた. 

 平成5年 末と6年 末には島原市は災害の長期化で

地域全体が落ち込んでいることを考慮して, 全世帯に

商品券(平成5年2万 円, 平成6年1万 円)を配布した.

使用期限は, 次年の1月 末までとした. 商店街の売上

げ減少が目立っていたため, 地域にも経済効果が期待

され, 好評な企画であった. 深江町は同じ時期に現金

を配分した. 

 今回の災害では義援金は生活再建のためには不可

欠で, 特に住宅再建に大きな役割を果たした. 火山災

害のような継続災害では, 被災地域がどこまで拡がる

かわからないために, 義援金は蓄財された. この結果, 

平成5年 の中尾川流域の土石流, 火砕流被害および平

成5年8月 の眉山からの土石流被害にも対応できた. 

義援金の内訳を表一10に示す. 全国から寄せられた義

援金は総額230億 円を超え, 史上最大級となった. 雲

仙普賢岳の火山災害をきっかけに, 平成5年 の北海道

南西沖地震, 平成6年 の北海道東方沖地震および平成

7年 の阪神 ・淡路大震災で100億 円を超える義援金が

寄せられるようになった. 義援金のうち, 長崎県分は

約170億 円, うち70億 円(42%)は 被災者などに直接

配分され, うち96億 円(57%)は 県と市町の義援金基

金に繰り入れられた. 

7. 被災者の救済対策

(1)警 戒区域の設定と災害の長期化

 警戒区域設定により, 平成3年6月8日 の火砕流, 

6月30日 の土石流および9月15日 の火砕流に対して

人命を守ることができた. しかし一方, 警戒区域設定

の長期化に伴って, 農林水産業, 商工業では区域内に

立ち入れないことによる経済被害が深刻になってき

た. また, 国道57号, 25'1号および島原鉄道の通行止

め, 市民の市外への避難, 観光客の激減などで, 商店, 

ホテル, 旅館および飲食店等の売り上げが半分以下と

なり, 島原市は火山灰と火砕流の煙が降る中, 人影が

見えない街に変貌してしまった(図-5). 

表 一10義 援金の受理状況(文 献1か ら引用)

 (平成8年3月31日 現在)

図一5 警戒区域の設定の区域内外への影響
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 島原市, 深江町および長崎県は, 国に対して早急な

救済対策を強く要望していた. 国は, 関係省庁め担当

官による現地調査を行い, 被災者対策を検討し, 現行

法の弾力的運用および特別措置によって, 7月9日 に

21分野83項 目の対応を決めた. しかし, わが国の従

来の災害対策は台風や水害などの一過性の災害を想

定して策定しており, 火山活動のような長期に及ぶ災

害には十分な対応がとれない側面をもっている. その
一番大きな側面は, 警戒区域という行政の強制力によ

って住民の立入りを長期間にわたり制限し, 農林水産

業および商工業の継続を中止させたにもかかわらず, 

被災者の救済対策および事業再建対策などのシステ

ムが確立されていないことである. このために, 農林

水産業者や商工業者間から, 生活補償を求める声が6

月20日 過ぎから高まってきた. 住民組織が次々と結

成され, 島原市では40団 体となった(表 一11). 

 「島原生き残りと復興対策協議会」は島原市の40団

体をまとめた組織である. 陳情活動する場合, 地元の

意向を一本にまとめて行うことが要求されるために

このような処置をとった. ボランティア協議会も加わ

って勉強会を行い, 署名活動および陳情をねばり強く

続けている. この他, 島原商工会議所も被害調査およ

び要望調査を行い, これらをまとめた各機関への要望

書を作成し陳情を繰り返した. 

 (2)特 別立法による被災者救済の動き

 警戒区域設定による損失を, 設定権をもつ島原市や

深江町で補償することは無理であることを市長や町

畢は十分認識していたようである. このために市長や

町長は, 区域の設定を人命を守る見地から島原警察署, 

長崎知事から要請されても, 直ちに決断できなかった. 

長崎県知事が2日 間説得して, 長崎県 ・国とも十分に

対応するとの約束のもとに警戒区域が設定されてい

る. このような区域の設定を巡る経過および警戒区域

設定の長期化に伴って, 個人補償をも含めた特別立法

を求める声が避難した市民を中心に高まった. 現地視

察に訪れた政治家は特別立法の必要性を認めた. しか

し, 行政の立場すなわち 「国は自然災害に対して個人

補償しない」という原則および公平の原則のまえにこ

の壁を破れずにいる. 自然災害研究は, 自然科学を中

心として組織的になされ防災対策に役立っている. 人

文社会の分野では, 社会心理学の研究者が災害時の情

報伝達および避難行動などを研究している. しかし, 

経済学や法律学の専門家の参加が少なく, 今回のよう

な経済問題の側面をもつ災害に十分対応できなくな

っている一因と災害発生当初から考えていた. 

 経済力のある都道府県では自力で対応できるが長

崎県の県民所得は全国第44位(平 成3年 当時)で長崎

県独自では対応しきれない. したがって, 国の支援が

不可欠となる. 長崎県は, 平成4年 度の概算要求, 臨

時国会および長崎県議会を通じて懸命の努力を続け

た. 今回の雲仙普賢岳の火山災害は, 社会的関心を呼

んだため, 義援金が全国から寄せられ, また, マスコ

ミが連日避難住民の窮状を報道した. このような雲仙

普賢岳の火山災害に対する全国の関心が行政を動か

表一11平 成3年 における住民組織 の結成状況 表 一12救 済対策が完成す るまでの経過表(平 成3年)
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すことになった. 

(3)雲 仙岳災害対策基金の創設

 このような結果, 平成3年8月5日 に招集された臨

時国会では首相の所信声明で雲仙普賢岳災害が取 り

上げられ, また, 国土庁長官による災害報告演説が行

われた. 災害担当大臣が冒頭に演説したのは, 昭和34

年の伊勢湾台風以来のことである. 個人補償を含めた

特別立法は今回実現しなかったが, 長崎県による災害

対策基金を地方債と交付税による地方財政措置する

ことが認められた. これを受けて長崎県は, (財)雲仙

岳災害対策基金(300億 円)を9月26日 に設立した, 8

月23日 の 「平成3年 雲仙岳噴火非常対策本部会議」

では被災者等救済対策に21分 野83項 目に7項 目の新

たな措置が加えられ, 21分 野90項 目が確定した. こ

の追加項目には, 民生対策として, 長期避難者に対す

る食事供与事業, 警戒区域等内に住居を有する者に対

する生活安定再建資金の貸付等の措置が含まれてい

る. この措置をもって当面の救済対策が確定して運用

されている. このような救済対策が完成するまでの経

過を表一12に示す. 

 雲仙岳災害対策基金3)は, 被災者の自立支援や被災

地の総合復興, 振興事業を支援するために, 長崎県に

よって設置された. 災害対策基金はわが国の災害対策

では初めての制度である. 基金は長崎県からの出損金

30億 円, 自治省からの貸付金540億 円, および義援金

の一部60億 円を積立て(図-6), それを運用して生

ずる利息で, 行政の対策では行えないきめの細かな対

策を, 迅速かつ弾力的にできるようになっている. 

 この基金の特徴は, まず第一に 「行政で行う各種の

災害対策制度を補完するものである」 と定義されて

いる. また, 基金は住民等の災害からの立上りに重点

を置いて助成事業を実施している. したがって, 公営

住宅の建設および道路の建設などには使用されなか

った. しかし, 国や長崎県の事業費では行いにくい応

急対策, 特に住宅(5年 間程度使用)の建設などに使用

できたら, より早急な住宅対策が可能であったと思わ

れた. 雲仙岳災害対策基金は国の21分 野90項 目では

取り扱えない部分の補完を島原市および深江町の義

援金基金とともに行っている(表一13). 

 例えば, 火砕流や土石流によって被害が生じた場合, 

その被害に対して直接の助成はないが, 住宅を再建す

る場合, 警戒区域等から移転で事業を再開するときな

どに助成をしている. 義援金基金は, さらに個人レベ

ルの対策に活用されている。平成3年 度から平成6年

度までの実績を表一14に示す. この雲仙岳災害対策基

金はきめ細かい被災者対策にきわめて有効で, 地元で

は高く評価されている. 阪神 ・淡路大震災による被災

地兵庫県でも創設されている. 

 基金は利子による運用益を使用しているため, 設立

当初予定の運用益が金利の低下によって得にくくな

っている. また, 当初5年 間の設置であったが, 災害

の長期化に伴い, 平成8年4月 から基金を1, 000億 円

に増額してさらに5年 間延長され運用されている. 災

図 一6 (財)雲仙岳災害対策基金の内容(文 献3か ら引用)

(平 成4年3月 ～ 平成8年3月)

国 長崎県 (財)雲仙岳災害
 対策基金

表 一13国 の対策 と(財)雲仙岳災害対策基金および市町の

 義援金基金の補完の例

表一14(財)雲 仙岳災害対策基金の事業実績(平 成3年 度

 ～6年 度) (文献1を 参照)
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害の長期化に伴って, 21分 野90項 目は21分 野98項

目, 21分 野100項 目と順次対策が追加された. 

 噴火災害によって, 直接の被災者の生活や生業が大

きな影響を受けたが, 観光客の減少, 道路不通による

買物客の減少, 買物控えなどによって商工業などの被

害が大きくなった. 商工業対策は, 融資制度が中心で

助成制度としては不十分のようである. 都市部に対す

る災害対策システムは, 経済問題 生活再建問題など

については, まだ課題が多く, 阪神大震災の教訓も含

めて総合的に検討すべき時期を迎えている. 

 この災害対策や補償制度については, その後長崎県

弁護士会, 九州弁護士会および日本弁護士会が現状の

把握, 災害対策基本法の改正, 国民救済保険制度の提

案と災害対策制度について新しい提案と努力を続け

ている. これらの研究成果は, 阪神 ・淡路大震災によ

る兵庫県提案の住宅供給制度と本質的に同じであり, 

システム化に向けての合意形成が続けられている. ま

た, 長崎大学商科短期大学部の宮入教授によって, 財

政面の詳しい調査が行われた5)6). 今回の災害は, 社

会 ・経済活動の低下を招いたが, 被害の拡大要因, 救

済対策および低下の因果関係を図一7に 示す. 

8. 食事供与事業および生活安定再建金貸付事業

 など2)

 雲仙普賢岳の火山災害で, 生活拠点での収入が断た

れた住民に対して, 自主支援のための特別な事業が行

われた. 特に, 食事供与事業と生活安定再建資金の貸

付けは, 警戒区域の設定と災害の長期化に伴う住民の

生活の支援や生活再建を支援する事業であった. 食事

供与事業は, 国の21分 野90項 目の雲仙岳噴火災害対

策の民生対策に含まれている. 今回の火山災害により

本来の生活拠点での収入の目途が断たれ, 十分な生活

や事業の再建活動をできない住民に対し, 自助努力に

よる生活の自立支援を図るために, 食事の供与が行わ

れた. 

 食事供与の対象は, 警戒区域もしくは避難勧告地域

内に住居を有していた住民のうち, 雲仙普賢岳の火山

災害を原因として従前の生業による収入が途絶え, か

つ2ヵ 月以上連続して, 応急仮設住宅などで避難生活

を余儀なくされている世帯主およびその扶養家族で

ある. 供与の方法は, 食事の現物供与もしくは1人1

日1, 000円 を供与(4人 家族の場合12万 円/月 を限

度)した. 事業期限は, 平成3年10月4日 から6ヵ 月

間もしくは警戒区域, 避難勧告地域の指定が解除にな

った日とされた. 事業期限は, 表一15に示すように期

図一7 警戒区域設定による社会的影響

〈警戒区域設定による被害〉
社会 ・経済活動の

低 下 の 内 容
〈 救 済 策 〉

表-15食 事供与事業の実績(文 献1か ら引用)
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間中延べ1, 562件 の申請があり, 51%に あたる799世

帯に食事供与を実施した. 延供与人員は484, 092人, 

供与総額は478, 380千 円となった. 

 食事供与の事業を実施して6ヵ 月経過した時点で, 

雲仙普賢岳の火山災害の長期化により生活の手当て

の確保が依然として困難となっている住民に対し, さ

らに, 6ヵ 月間食事供与が延長して実施された. 634

件の申請があり, 59%に あたる372世 帯に継続された. 

しかし, 再延長はなされなかった. この食事供与およ

び特別食事供与事業は, 平成5年 に被災した中尾川流

域の住民に対しても実施された. 

 なお, 食事供与事業申請を却下した世帯が申請件数

の約半数あり, この大部分が年金生活者やパートなど

低賃金労働者であった. これらの世帯は食事供与事業

の認定要件で従来の生業が途絶えたとみなされなか

ったためである. この救済措置として, (財)雲仙岳災

害対策基金による生活支援事業が実施された. この他, 

制度の谷間を埋めるために生活雑貨支給事業および

新生活支援事業が実施された. 食事供与事業は実質的

な個人補償に相当する事業であった. 現金を支給する

ため, 不公平感の払拭, 生活保護法による生活保護基

準との均衡など行政は取り扱いに苦慮したようであ

る. 

 また, 警戒区域等に住居を有し, 連続して2ヵ 月を

超えて避難生活を送ることを余儀なくされた世帯に

対し, 生活再建を支援し, 生活意欲を増進するために, 

生活安定再建資金(償還期間10年, 5年 据置, 利率3%, 

限度額100万 円)の貸付けがなされた. 島原市と深江

町で2, 345件, 23億4, 140万 円が貸付けられた. 

9. 被災住民の健康診断および健康相談2)

(1)健 康対策

 火砕流および土石流によって平成3年5月25日 以

降, 上木場地区の住民が体育館および公民館へ集団避

難していたため, 長崎県は5月31日 に避難住民の健

康を調査したところ, 血圧が上昇している人や不眠, 

肩こりを訴える人がいた. これより, 6月7日 に長崎

県は諌早 ・小浜両保健所, 島原市医師会および南高来

郡医師会の応援を受けて, 避難住民の健康相談をした

結果, 健康に異常を訴える人が多かったので, 避難生

活が解消されるまで健康診断および健康相談が継続

的に実施された. 平成3年10月 初旬からは民主医療

機関連合会も協力をしていた. この他, 集団避難者が

多い時期には, 日本赤十字社長崎県支部, 島原ライオ

ンズクラブ, 郵政省簡易保健診療所および農業協同組

合連合会が健康診断に協力した. 応急仮設住宅に移り

集団避難が解消した後の, 平成3年12月 から身体面

の健康対策からス トレス対策を中心とした保健婦の

訪問活動を実施し, さらに健康相談電話を設置して, 

個別相談に応じた. 

 避難当初は, 慣れない集団生活からくる疲れおよび

火砕流被害による心労などを考慮し, 毎日健康診断も

しくは健康相談が実施された. 集団生活に慣れた7月

中旬からは健康診断を2週 間に1回, 健康相談が2日

に1回 実施され, その後も応急仮設住宅を中心に健康

診断および健康相談が定期的に実施された. 

(2)精 神保健対策7)8)9)10)

 避難住民の健康相談で, 集団避難生活によりプライ

バシーを確保できないために, ストレスに起因すると

思われる不眠, 頭痛および肩こり, 倦怠感などの訴え

が多いので, 健康相談に医師などを対象に精神保健講

演会が平成3年9月 に開催され, 健康対策への活用が

呼び掛けられた. 平成3年11月 末には, 避難住民の

健康状態を把握し, 今後の健康対策の資料とするため

に, 健康状態調査が実施された. その後にも健康診断

および健康相談を希望している住民が多く, これらの

対策は有効であったようである. 

 当初, 避難住民はかかりつけの医者があることから, 

地元の医師会は避難所での健康診断や健康相談を行

うことにためらいがあった. しかし, 避難生活では個

人財産, 地域全体が今後どうなるか, 不透明な状況に

あった. したがって, 自分の身体の都合を表に出し, 

病院に行くことができなかったようである. この健康

診断や健康相談は有効であったと評価できる. 

 また, 平成3年11月 のストレス度の調査では, な

んらかのス トレスを感じている避難住民は67%と 多

く, 災害などがない他の地域に比べて相当多い結果が

図一8 避難住民の精神衛生対策

 (長崎県保健環境部よ り提供)

(区 分) (県 ・ 市 ・ 町 の 対 策)

今回(または今まで)の対応
・保健婦によ

る家庭訪聞

・健厭柑

談電話

健康診断

健康相談

・市町による

独自の対応

(福祉関係)

今後の対応(策)

2倒 同の健

房獣態調査

市・町によ

る福祉施設
の充実

琴トレスに

関する講演会
・悩みごと相談

所の設澱
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得られた. 長崎県, 長崎県精神保健センターおよび長

崎大学医学部精神神経科は, ストレス度が高い住民に

対する保健婦による個別訪問活動を実施して, 外圧の

影響を受けやすい老年者の心の安定を取り戻すよう

に努めた(図一8). さらに, 平成4年6月 には, 地元

医師会, 長崎県精神保健センター所長, 長崎大学医学

部精神神経科および行政関係者が協議して, 多くの住

民の悩みや相談を受けることができるように, 応急仮

設住宅を訪問して相談に応じる訪問相談員事業が実

施された. 

 保健婦活動では, 相談できないような住宅の問題, 

経済問題など多くの問題点を集めることができるよ

うになってきた. 緊急を要することは, 電話で島原市

もしくは深江町の担当者に連絡を取り, 保健婦が訪問

するようにした. 平成4年6月 には第2回 健康状態調

査が実施された. 第1回 目の調査と比較すると, なん

らかのストレスを感じている住民は58%と やや改善

しているものの, 依然として高い状態が続いた(表-

16). 

m. 損害保険をめぐる問題

 雲仙普賢岳の火山災害では損害保険金の支払いに

おいて土石流被害と火砕流被害に遭った家屋では大

きな差がでた. 土石流被害については, 損保会社の住

宅総合保険, 農協共済の建物更生共済などほぼ通常の

保険金が支払われた. しかし, 火砕流被害については
一一般の損害保険では契約金額の5%(最 高300万 円)の

見舞金のみが支払われた. 地震 ・噴火 ・津波などの災

害で生じた損害, 火災(延焼を含む)には支払わないと

の免責条項があるためである. 火山噴火による補償を

受けるためには地震保険に加入しなければならない. 

しかし, 地震保険は単独ではかけることはできない. 

すべての家計火災保険(店 舗などの営業や仕事を行う

ための建物は対象としていない住宅火災保険, 長期総

合保険, 住宅総合保険, 団地保険など)とセットでな

ければ契約できないシステムとなっている. これらの

保険には地震保険が原則付帯されているから, 断わら

ないかぎり合わせて契約が成立する. しかし, 希望す

る場合は外すことが可能である. 保険料率は木造と非

木造, 地域別で一等地から四等地まで分れるが, 保険

料率が最も高い四等地の木造に地震保険をつけると

火災保険単独の2倍 以上となる. 平成3年6月23日

の毎日新聞によれば, 地震保険の普及率は全世帯の

7%台, 東京, 神奈川, 静岡および千葉の4都 県で10%

を越えているが, ほかの地域は1桁 の普及率に留まっ

ている. 災害発生時の島原市の普及率は4. 3%と 低い. 

 地震保険金の支払いは平成3年 の時点で本体であ

る火災保険の契約に対して30～50%の 範囲で, 最高限

度が建物1, 000万 円, 家財500万 円の計1, 500万 円ま

でである. また, 1回 の地震, 噴火もしくは津波によ

る保険金支払い総額は1兆5, 000万 円までと決められ

ている. 巨大地震の被害に対して無制限な保証ができ

ない仕組みとなっている. このように地震保険は時価

いっぱい掛けることができないうえに内容が保証と

してはもの足りないこと, 保険料が高いなどの制約が

多い. 農協共済の建物更正共済では, 地震保険部分も

本体に組み込まれている. 地震の際の共済金が50%ま

では損害保険と同じであるが, 金額に上限はない. 

 このように, 土石流被害と火砕流被害によって保険

金の支払いに差がでたために, 火砕流被害に対して土

石流並みの保険支払措置を求める住民の要望, これを

受けて, 島原市および深江町の議会の決議, 長崎県議i

会総務委員会の意見書の採択などがなされた. この保

険措置改善は大蔵省および保険会社へ要望されたが, 

拡大適用はなされなかった. 島原市では警戒区域内の

被災家屋の調査を行い, 土石流か火砕流による被災か

の確認が行われた. 保険金は災害からの自立復興の原

資となるものであるが, 個人の意志で加入しているの

で, 被災者対策で保険金の受取りを含めた対策は行わ

れていない. しかし, 保険に加入していない場合には

義援金で一部補った. また, 保険金の支払額も公表さ

れていない. 関係者によれば, 島原市の地震保険の加

入率は, かなり増大したが火砕流が発生しなくなると, 

加入は減少している. 地震保険等の問題については日

本弁護士連合会による 「災害対策基本法等の改正に関

する意見書」(平成6年2月)に 明解にまとめられてい

る. 

 損害保険料率算定会業務第一部地震保険室では, 火

山災害の性格を明確にし, 損害保険による損失補償機i

能について検討を開始した. 平成6年5月21日 に, 

火山学, 防災工学の専門家からなる 「火山災害に関す

る研究会」に関する座談会を開催した. ここで, 地震

保険制度をレビューし, 雲仙火山災害を事例に損害保

険について議論した. その後, 火山災害の被災危険度, 

火山災害のシナリオ展開, 火山災害の経済評価などか

ら保険による損害補償の可能性をさぐる3ケ 年調査

研究計画が紹介された. 初年度は, まず火山災害の事

表 一16避 難住民のストレス調査結果

 (長崎県保健環境部より提供)
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例の分類, 整理から入ることにした, 火山災害には, 

(1)警戒区域内の建物の立ち枯れによる損害評価, (2)立

入制限に伴う罹災物件の損害査定ができない場合の

措置, (3)複数回罹災による損害程度の評価, (4)複合的

災害, 間接的災害の解釈, (5)噴火活動が始まってから

の保険加入に伴う措置, (6)噴火発生時と保険事故との

タイムラグ, (7)避難費用のカバーができないかなど問

題点が多い. これらの諸課題を詰めていくことが望ま

れる. 

11, まとめと提言

 本報告は, 雲仙普賢岳の火山災害による住民の避難

対策, 住宅対策および被災者対策をとりまとめたもの

である. 得られた結果と提言をまとめると以下に示す

通りである. 

(1)警 戒区域の設定の長期化に伴って, 区域内の住

民は前例がない長期の集団避難生活を強いられた. プ

ライバシーの確保のため, 旅館, ホテルや客船の利用

も良いアイディアであった. 災害救助法よる避難所の

設置のみならず, このような宿泊施設も積極的に利用

する制度が必要である. 応急仮設住宅については, 従

来の広さや入居制限などを緩和した措置が取られた

が, 長期の避難生活に使用するにはプラバシーが家毎

に確保できないため問題がある. 長期間に使用する場

合には, 応急仮設住宅の住環境や精神的な側面まで考

慮した対策が必要である. 阪神 ・淡路大震災でも同じ

問題が発生している. 応急仮設住宅の諸課題をさらに

詳しく調査して, 災害時の住宅対策を検討すべきであ

る. 

(2)応 急仮設住宅の建設には用地の確保から長期間

を要した. 民有地の借り上げの制度, 既存の公営住宅

の活用や住宅家賃補助の創設も必要である. 

(3)警 戒区域の設定は人命を守ることにきわめて有

効であったが, 設定が長期化したために, 立ち入れな

いことによる商工業, 農林水産業の被害が大きくなっ

た. 経済的な損失が大きいにもかかわらず, 行政の強

制力によって立入を制限をしたことによって生ずる

経済的補償の制度はない。個人補償を含めた特別立法

の声が被災地を中心に高まった. 地元の自治体はこれ

を解決するための努力を続け, (財)雲仙岳災害対策基

金を創設した. 自然災害の調査に, 自然科学や心理学

の研究者の参加があるものの, 法律学や経済学の参加

がほとんどなかった. このような経済被害や法律問題

を現在の社会経済1青勢のもとで検討すべきで, 市町村

が警戒区域を雲仙以外の他の地区の災害で設定する

ためには, 解決しておかねばならない課題である. 

 (4)災 害救助法および活動火山対策特別措置(活火

山)法は制定後かなり時間が経過し, 経済社会となっ

ている都市部の災害に十分対応できない側面がある. 

応急仮設住宅の建設, 炊き出しなどの災害応急対策, 

生活再建の支援対策, 住宅再建計画および商工業に対

する対策などに現代社会の現実に沿わない部分があ

る. 法の改正も含め, 抜本的な検討を行うべきである. 

(5)今 回の雲仙普賢岳の火山災害の被災者対策に特

別に導入された21分 野100項 目の国の対策および雲

仙岳災害対策基金の創設などを国の災害対策のシス

テムとして位置づけることが望まれる. 義援金を前提

としないで生活再建が可能なシステムが必要であり; 

阪神 ・淡路大震災の被災者対策でも議論されていると

ころであり, 広範囲の議論が望まれる. 

 被災者対策にあたっては, ボランティアおよび町内

会組織の活躍は重要な役割を果たした. これらにっい

ては稿を改めて紹介する. 

 本研究をまとめるにあたって, 島原市災害対策本部, 

島原商工会議所および長崎県災害対策本部の担当者

のお世話になった. 長崎県弁護士会を中心として設立

された災害対策法システム研究会のメンバー各位か

ら啓発されたことを付記する. 本調査には朝日新聞, 

島原新聞, 長崎新聞, 西日本新聞, 毎日新聞, 読売新

聞および広報しまばらを参考にしたことを付記する.

 なお, 本研究には, 平成3～6年 度文部省科学研究

費補助金総合研究(A) 「1991年雲仙における土石流

の調査研究上(研究代表者 平野宗夫 九州大学工学部

教授), 重点領域研究(1)「 傾斜都市域の洪水 ・土砂

氾濫災害の予測と軽減 ・復興対策に関する研究」(研

究代表者 高橋 保 京都大学防災研究所教授)お よび

平成3年 度から平成7年 度の長崎大学学内特定研究

「雲仙火山災害の調査研究」 (研究代表者 後藤恵之

輔 長崎大学工学部教授)の 援助を受けたことを付記

する. 
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 STUDY ON MEASURES FOR RELIEF OF SUFFERERS FROM VOLCANIC 

 DISASTER OF MT. FUGEN IN UNZEN 

 Kazuo T SHI and Makoto FUJII 

More than ten thousand inhabitants were obligated to stay in temporary dwelling for a long time without their ordinary 

worke than ten thousand inhabitants were obligated to stay in temporary dwelling for a long time without their ordinary

rendered severe bad effects on the local economy in commerce, industry, agriculture and fishery as well as sufferers from 

volcanic disaster. Governments made effects to support the sufferers. 

 In present paper, measures for relief systems are investigated in detail and discussed. 
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